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　個人の青色申告者を対象とした決算説明会を開催します。

○説明会資料は、当日に会場にてお渡ししますので、お持ちいただく資料はありません。

※年末調整等説明会は、同日午後１時30分〜３時30分に同じ会場にて開催します。

問い合わせ先　刈谷税務署　個人課税第一部門（☎〈２１〉６２１１）
　　　　　　　自動音声に従い「２」を選択してください。

と　き　11月18日（月）
　　　　午前９時30分〜11時15分
ところ　刈谷市総合文化センター　大ホール

令和元年分青色申告決算説明会
刈谷税務署からのお知らせ

○正社員・パート・アルバイト等の呼称に関わらず、労働者を１人でも雇っている事業主は、労働保
険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。
○労働保険は、労働者の方々が不慮の業務上災害・通勤災害を被った場合、失業した場合、高齢者で
賃金が低下した状態で継続して働いている場合、育児休業及び介護休業の場合、自ら職業に関する
教育訓練を受けた場合に給付を受けることができる制度です。
　また、事業主のみなさんにも各種助成金の対象となる制度です。
○労働保険の諸手続きについては、労働保険事務組合や社会保険労務士を活用することもできます。
○まだ、加入手続きをとられていない事業主のみなさんは、今すぐ加入手続きをお願いします。

ハローワーク刈谷からのお知らせ

ご相談は、　愛知労働局　　　　（０５２−２１９−５５０３）
　　　　　　刈谷公共職業安定所（０５６６−８８−００４０）まで

労働保険加入のお願い（事業主の皆様へ）


